
6か月以内

2021年中にポータルサ
イト上の省エネ性能表示
運用試行

e-ラーニング運用開始

2年以内

省エネ基準適合に向けたロードマップ 2019.10.01 Ver.1
（一社）住宅生産団体連合会 住宅性能向上委員会

【概要】住宅・建築物の低炭素化に関連して、平成30年度 社会資本整備審議会 建築環境部会での審議、第二次答申等を経て、改正建築物省エネ法が2019年5月17日に公布された。
それを踏まえ、6か月以内施行及び２年以内施行に対する住団連の取組み、今後の省エネ基準適合に向けた住団連としての取り組みを示す。

トップランナー基準の検討･制定
達成目標年度と水準の制定

建築士による
省エネ基準適合に
対する説明義務化

住宅トップラン
ナー制度適用対象

の追加

トップアップ

2019 2020            2021
4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

見做し仕様例の普及促進活動
住宅の省エネ基準に適合する仕様の組み合わせ検討（見做し仕様例の作成）

省エネ基準等の検討
戸建住宅:外皮面積を用いない外皮性能の評価方法等
集合住宅:住棟単位の外皮評価基準の導入等

詳細説明会の開催（中大規模200回、小規模550回程度）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

消費者への周知

注文戸建住宅及び賃貸アパートの住宅
トップランナー制度対象への追加

事業者が使いやすく、実状に即した省エネ
基準適合建材のパッケージングの策定支援
住団連加盟団体所属住宅事業者の実態把握
中小工務店向け講習会の開催
中小工務店用e-ラーニングの作成

他団体

住団連 SWG1＆SWG2

分譲戸建・分譲マンション・賃貸住宅の省エネ性能表示検討

委員長をオブザーバー派遣
実効性のある基準になるよう尽力

説明義務化に向けた省エネ性能評価方法
の簡素化等

住宅の省エネ基準に適合する仕様の組み合
わせ検討

他団体
分譲戸建・分譲マンション・賃貸住宅の省
エネ性能表示検討

ボトムアップ

住団連講習会、国交省の詳細説明会、イベント、展示場等で頒布

事業者リスト作成

WGより人員派遣(ALIA)・情報提供及び助言

新旧基準併走期間

パブコメ

社会資本整備審議会建築環境部会小委員会への参加
SWG1、SWG2からの提言を踏まえ意見具申

住団連の目標：元請けとなる全ての住宅事業者が ①省エネ基準に関する知識力・技術力を身につける。
②省エネ基準への適合性を計算・評価出来るようになる。

小冊子増刷

講習会実施
(10回程度)

住団連

SWG2
住団連作成の小冊子を活用した消費者の
省エネ意識啓発活動
消費者意識啓発のためのイベント実施

意見

基準省令・基準告示の公布・施行

基準省令・基準告示の施行

原稿作成
(テキストTG)

第1回アンケート 第2回アンケート

国

省エネ基準説明用詳細リーフレットや消費
者向けの漫画風説明資料の作成

消費者向けリーフレット・資料作成

動画作成原稿制作 国交省への
報告・調整

国交省への
報告・調整

印刷

住生活月間中央イベント10/12～13

★

差込

各団体との個別意見交換

委員長をオブザーバー派遣
実効性のある基準になるよう尽力

パブコメ

社会資本整備審議会建築環境部会小委員会への参加
SWG1、SWG2からの提言を踏まえ意見具申

意見

説明義務制度の実運用における課題解決

加盟団体からの意見の吸い上げ
課題の抽出、整理

住団連

国

住団連

国

コンテンツ制作

国

住宅性能向上委員会

住宅性能向上委員会

意見交換
性能向上委員会WGより意見具申

必要に応じてパッケージング策定のフォローアップ
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1 2 3 4国の政策 国／住団連／他団体の取組

国交省の詳細説明会、イベント、展示場等で頒布

不動産情報サイト事業者連絡協議会

断熱建材協議会

住団連 住宅性能向上委員会ＷＧ

イベントの実施
(2~3回程度)

改正建築物省エネ法の円滑施行に向けた推進会議の設置
参加

推進会議への住団連副会長の参加

基準省令・基準告示の公布
反映

必要に応じて講習会実施

情報提供及び助言
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